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地域再生計画

１．地域再生計画の名称

伊万里市農山村再生計画

２．地域再生計画の作成主体の名称

佐賀県、伊万里市

３．地域再生計画の区域

伊万里市の全域

４．地域再生計画の目標

【地域の特性】

伊万里市は、佐賀県の西北部にあって、東松浦半島と北松浦半島の結合部

に位置し、西北部から伊万里湾が深く入り込んでおり、その最奥部に形成され

た市街地を中心に、国見山、青螺山、八幡岳など三方を山に囲まれ、低地は伊

万里湾沿いに三角州が発達している。平坦部については、伊万里湾沿いの三

角州と伊万里川、有田川、松浦川の流域沿岸、及び国道２０２号、２０４号沿い

に分布しているにすぎない。

近年では、農業の基盤整備が進むとともに、伊万里梨や伊万里牛などが市

場で高い評価を受け、伊万里ブランドとして定着しており、農業・農村の良さを

理解してもらうため『畑の中のレストラン』など都市及び地域間の交流も盛んに

行われている。また、焼き物の最高峰と称賛される鍋島の伝統を受継ぐ伊万里

焼をはじめ、 ＩＣ関連、造船、水産加工等の産業や佐賀大学海洋エネルギー研

究センターに見られる海洋技術等の集積を目指し、伝統と自然と産業が融合し

たバランスの取れた産業構築を進めている。

主要産業の一つである林業においては、市域面積の５４％を占める森林の

森林資源を有効に活用するために、主伐・間伐等の森林施業を計画的に進め

ることが重要な課題の一つであるが、木材価格の長期低迷やコスト割高などに

よる林業経営の悪化により、森林施業が停滞した状態となっている

そのような中、平成１７年４月より西九州木材事業協同組合において異樹種

集成材の材料となるスギ・ヒノキの製材工場の操業が開始となり、市内の木材

市場、製材所等との連携による木材産業の振興と地域材利用拡大効果による

森林整備の促進が期待されている。
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【地域再生計画の意義及び目標】

本市の農業集落の大半は中山間地域に属し、集落、農地、山地が一体とな

って農山村集落を形成している。

市内全域の農山村集落においては、過疎化、高齢化、農林業離れなど後継

者不足による耕作放棄地の増大、林業低迷による山林の荒廃など様々な問題

を抱えており、集落としての形成存続にも大きな影響を及ぼしている。市内の大

半を占める農山村地域集落の生活環境の向上は、本市の基本理念である「市

民一人ひとりの真のゆとりと豊かさの創造」の面からも大きな課題となってお

り、早急な対応が必要である。

このため、地域集落の社会資本の充実を図るため基盤整備を促進し、生活

に欠かすことのできない生活道路である市道の整備、森林施業、治山事業など

の活動を支援するため林道の整備を行い、集落内路網を構築し、生活、産業に

おける安全性、利便性を図るとともに、都市及び地域間との交流基盤としても

多いに活用できるよう整備を行う。

また、林業においては平成１７年４月より西九州木材事業協同組合において

異樹種集成材用製材工場の操業が開始され、木材産業の振興と地域材利用拡

大効果による森林整備の促進が期待されることから、市内の森林資源の利活

用による森林整備により、山林の有する水源涵養、保水機能などの多面的機

能が発揮できることにも期待ができる。

社会資本の整備を進めるにあたっては近年の生活環境の変化、多様化する

ニーズを十分に把握し、地域との連携を持って事業を進めることによって個性

豊かで活力のある農山村地域の活性化を目指すものである。

【経済的社会的効果】

地域内路網整備は、近年の生活様式の変化、産業構築、循環型社会の形成

の面からも、生活、産業、文化、交流などの社会資本整備として必要不可欠な

事項であるとともに、一人ひとりが豊かさを実感するため、まず身近で直接生活

に関係する市道、林道など足元整備を行うことが、農山村地域に限らず、市内

市民生活全体の重要かつ緊急な課題である。

上記課題に対する具体的施策を実施することで地域集落内の交通の安全

性、生活の利便性の向上、都市及び地域間の交流を図り、荒廃が続く山林での

森林施業を推進することにより、自然環境の保全、災害など天災に強い集落を

形成することが出来る。
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（目標１）林業の振興と森林整備の促進

（林道開設に伴う森林整備の促進 計画量５２ ）ha

（目標２）農山村集落の地域環境の整備

（一般通行車両の通行の改善［離合、視距、勾配］ ４路線）

（緊急車両通行可能幅員の確保（幅員４ｍ以上） ４路線）

（目標３）市内基盤整備の促進

（市内一般道路整備率 ４９．５％→５０．０％）

５．目標を達成するために行う事業

（５－１）全体の概要

林道滝野線（地域森林計画 ～ ）が位置する東山代町滝野地H15.4.1 H25.3.31
区は、山間部５集落（滝川内・川内野・日南郷・辻の堂・下分）からなり、豊かな

自然を有する農山村地域である。

「林道滝野線」は県道伊万里・松浦線、竹の古場公園付近を起点とし、山ン

寺を経由し日南郷、県道川内野・浦ノ崎港線を終点とする幹線林道である。当

該地域の９割を人工林が占めており、主間伐等の森林施業、森林整備を促進

する森林管理道路として、地域の農林業の振興はもちろん、災害時の県道の迂

回路、また国定公園「竹の古場公園」と松浦党祖遺跡「山ン寺」との連絡道路と

なるなど、地区集落の生活、産業、文化、交流の基盤として効用が十分に期待

できる。

「市道立岩・東分線」（指定年月日： ）「市道重橋・中山線」（指定年月S57.9.27
日： ） 「市道古賀・正力坊線」 （指定年月日： ） 「市道下平２号S57.9.27 S57.9.27
線」（指定年月日： ）は各農山村地域集落間の幹線連絡路線であるがS57.9.27
幅員が狭幅であり、また視距、縦断勾配など構造上、車両通行において支障を

来しており、集落生活に直接関係する足元道路として早急な整備が望まれてい

る。このため拡幅・改良工事を行い、集落内の交通の安全性、生活の利便性の

向上を図り、集落内、地域間の路網構築を進め、地域の活性化を目指す。
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（５－２）法第４章の特別の措置を適用して行う事業

○道整備交付金を活用する事業

］［施設の種類（事業区域）、実施主体

・林道（伊万里市） 佐賀県

・市道（伊万里市） 伊万里市

［事業期間］

・林道（平成１７年度～平成２１年度）

・市道（平成１７年度～平成２１年度）

［整備量及び事業費］

・林道 ２，９２２ｍ

・市道 １，６９０ｍ（４路線）

・総事業費 １ ０６０ ０００千円, ,
林道 ８６０ ０００千円（うち交付金３８７ ０００千円）, ,
市道 ２００ ０００千円（うち交付金１００ ０００千円）, ,

（５－３）その他の事業

該当なし

６．計画期間

平成１７年度～平成２１年度

７．目標の達成状況に係る評価に関する事項

４に示す地域再生計画の目標については、計画終了後に必要な調査を行い

状況を把握し、達成状況の評価、改善が必要な事項の検討を行う。

８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項

該当なし


